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はあろう。しかし，本稿では‘原発について一

定の立場をとることからできるだけ切り離した

形で扱いたい。従来の裁判例等との関係に配感

しつつ，結齢を先取りしないやや抑制された地

道な談論を試みることが，裁判との関係では相

当の垂要性を有すると考えられるからであ
る1)。
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大飯原発運転差止

訴訟第1審判決の

意義と課題
③従来の裁判例

原発に対する民事差止（以下．単に「差止」

という）訴訟は福島原発事故前から提起され‘

いくつか裁判例が出されてきた。それらは一定

の判断枠組みを示すものであったが『これらの

裁判例は；環境に関連する健康等の被害（の発

生前の）リスクに対する差止訴訟の裁判例の中

に位世づけられうる（①#蠅砥薇鉄塔，②廃プラ

早稲田大学教授早稲田大学教授
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スチックリサイクル施股‘③感染症研究所，④廃

乗物処郡施股などの裁判例がある。これらは①.

②のような「公害型」と｡④のような「副稚型」

に分かれる2))。原発差止訴訟は「事故型」であ

る荻リスクは小さいものの，一旦事故が起き

ると極めて巨大な損害につながる可能性がある

ところに特色があるく上記のうちでは③は類似し

た性格を有する場合がある)。

(1)福島原発事故前の原発差止裁判例

福島原発事故前の原発差止訴訟の裁判例とし

ては，関西電力高浜原発2号機運転差止訴訟

(①大阪地判平成5.12.24判時1480号17頁)，

東北砿力女川原発建設工事差止訴訟(②仙台地

判平成6．1．31判時1482号3頁，③仙台筒判平

成11.3.31判時1680号46頁)『志賀原発建設

差止訴訟(④金沢地判平成6．8．25判時1515号
3頁，⑤名古屋商金沢支判平成10･9.9判時1656

号37頁)，泊原発建設・操業差止訴訟（⑤札幌

地判平成11．2．22判時1676号3頁)．もんじゆ

建設・迎転差止訴訟（⑦福井地判平成12．3．22

⑧はじめに
本件は，札幌市から沖細市までの各地居住者

らが関西電力に対して，人格椛ないし現境権に

基づき，大飯原発3号機，4号機の原子炉の迎

転差止を求めた事件である。これに対して，大

飯原発遮転差止訴訟第1群判決噸井地判平成

26．5．21判時2228号72頁。以下，『本判決」と

いう）は，原告らのうち166名に対する関係で

本件原発の巡転差止の蔽求を認容した瓶23

名の謂求は棄却した。

本判決はマスコミに大きく取り上げられた

が，原発に対する評価の相違を反映し，本判決

の評価は真っ二つに分かれている。そうした中

で本判決を扱うに当たり，あらかじめ華者の突
勢について一言しておきたい。本判決のような

政治的に極端に対立する問題に関連載る事件に

ついては，評釈者の原発問題に対する認識が評

釈の内容に相当の影響を与える可能性が高い。

それぞれの立場から扱うことにももちろん意味
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1）紡的を先取りしていては．それとは狐なる立塒に立

つ識老に対して一応の脱拠力のある践理を展側することは困

碓であるとも思われる。もっとも，一定の立場をとることか

らできるだけ切り離した議踏をするといっても．それも縦潜
の主観にすぎないともいえる。なお‘大壕矼「大飯醗発3号

擬，4号機差止WF訟判決」瀕漉と公響44"2号(2014年）

にも師訳を緋かせていただいた祇紙細の|則係で本稿の方が

より剥離的である。

2）これらの狼判例について，大塚江『公番に側する近
時の裁判例の助向と郷迩」現境法政節学会糟舩害・諏塊粉

処
舩
社
・
３
の
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大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題

判II#1727号77頁)．志賀原発2号機逆転差止訴

訟（③金沢地判平成18．3．24判時1930号25頁，

⑨名古屋商金沢支判平成21.3.18判時2045号3

頁．⑩溌決平成22･10'28判例莱米登城),浜岡

原発迎1侭差止訴訟（⑪脈岡地判平成19．10．26

判例築来畿叔)．島根原発差止訴訟(⑫松江地判

平成22．5．31判例築未壁峨）があげられる。

これらの裁判例の傾向を概観すると，①は伝

熱管の破断の問題を契機としたため，原発のリ

スクの一部を扱っただけのものとなっており，

②以降の裁判例が原発のリスクを網羅的に扱っ
ている。

②は，「具体的危険性」の問題について，原

子炉施設に求められる安全性とは，「災害発生

の危険性をいかなる場合においても，社会観念

上無視し得る程庇に小さいものに保つこと」に

あるとし．これについて，原発の周辺朧視区域

外の線蹴当趾限度である，実効線並当撒年II1

0．1レム（国|簾放射線防磁委貝会[ICRP)勧告を

踏まえて放射線聯識会答申による）を韮準とする

ことが合理的であるとした。また，証明につい

ては，取消訴訟である伊方原発訴訟の溌満数判

決（雌判平成4．10．29民莱46巻7号1174頁）

の影群を受けつつ，本件原発の安全性について

は,1W報の侃在を理由として3),被告の側にお

いてまずその安全性に欠ける点のないことにつ

いて，根当の根拠を示し，かつ，必要な盗料･を

提出した上で立証する必要があり，被告がその

立証を尽くさない場合には，原発は安全性に欠

ける点があることを事実上推認されるとし．被

告がその立証を尽くした場合には，原告におい

て，安全性に欠ける点があることについて更な

る立証をしなければならないとした（第1アプ

ローチ。以下，「伊方型」という)。②はその後の

原発差I上裁判例に大きな影稗を与え，それ以後

の判決の多くは②の判断枠組みに沿った裁判を

してきた。

②の判断枠組を用いなかったのは③であり，

これは，原告が本fi抓子炉の迎転により許容限

皮を超える放射線を被l雌する具体的可能性があ

ることを相当程疫立証した場合には，公平の観

点から，被告において，原告らが指猫する「許
容限度を超える放射線被ばくの具体的危険」が
存在しないことについて，具体的根拠を示し．

かつ．必要な礎料を拠出して反証を尽くすべき

であり，これをしない場合には，上記「具体的

危険性」の存在を推認するとした（第2アプ

ローチ)。他方．⑨，⑪は伊方型を採朋しつつ，
被告の証明を行政韮準を満たせば足りると明言
した点に特色がある（後述＠も同様)。

結論としては，ほとんどの裁判例は差止請求

を梨却していたが，唯一差止を認めた例は③で
ある。同判決は，安全群森を経て（当時の）通

産大臣による原子炉の設抵変更許可がなされて

いるからといって当該原子炉施設の安全設計の

妥当性があると即断すべきではなく，安全排盗
においてどこまでの邪項が辮在されたかを具体
的に検討･して判断すべきであるとした。そし

て，原子炉における小故の危険性についてはこ

れを認めなかったが，地漉・耐震設計の不伽に

ついては，1）想定される直下地鰹の規模を

M6.5としているのは小規桃すぎるという疑問，

2）韮準地震動S2を定めるに当たって考慮し

た地鰻の選定力湘当でなく，過小であること等

を指摘し，本件原子炉が迎転されることによっ

て周辺住民が許容限度を超える放射線を被I鵬す

る具体的危険性が存在することを推認すべきで
あるとした。

もっとも③は，⑨によって渡された。⑨は，

(当時の）通産大臣及び原子力安全委貝会が設

悩変更許可11ﾖ識について行った安全辮盗におい

て群迩指針等の定める安全上の雅準が満たされ

ていることが硴漣された場合には，被告が原子

炉に安全性に欠ける点がないことについて．相
当の根拠を示し，かつ必要な洗料を提出した上

で主張立証を尽くしたことになるとし，これを

I
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争処理の変割（商』j職務．2012年)10蕗同「予防的科学
鮮松と婆作?IF実」伊賊滋夫調『現塊法の要1郎災』（日本群
洽社,20的年)1391;惨照。

3）伊方判決及びその彩審を受けた行政豚訟において，

この点及び行政庁の聯IIIj技術的裁倣を理Ihとするものが多い

ことについて．交告尚史「伊方の定式の射程j加灘一郎先生
迅伸飴文雄『変動する、本社会と法j(祢斐IIM,2011年）
254Ⅲ。
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時の間題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題
－

認めた。新耐涯指針に沿った判断をしたのであ

る4)。

(2)福島原発事故後の原発差止裁判例

本判決の直前に出された大飯原発差止仮処分

事件決定（⑬大阪地決25.4.16判時2193号“

頁）は，証明について伊方型を採用した上で，

俄務者側は，安全上の韮準に合理性があり，か

つ当該発稲所がこの韮準を満たすことを主張・

疎明するだけで足りるとし．申謂を却下した。

抗告群決定（⑭大阪商決平成26．5．9判例築未

盗賊）も‘保全の必要性を肯定できないとして

却下した。

を差止の根拠としている点は，従来の判例，学

説からも当然に認められるものである。もっと

も，生命と生活維持とは区別すべきではないか

という談論もありうるであろう（後述Ⅳ参照)。

｢多数人の人格椎を同時に侵害する性質を有す

るとき」は「差止めの要淵が強く働くjという

判示については，従来公害訴訟で，潜在的な被

害者が侵害を受ける人格的権利・利益も（公共

性と対抗する椛利利益として）考職すべきである

としてきた見解と類似している5)。

観念一

いこ（

おい、
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差止7
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2.具体的危険性（本件原発に
求められる安全性）についての
考え方

⑳ 本判決の内容と分析
本判決は，次のように判示する。「生命を守

り生活を維持する利益は人格椎の中でも根幹部

分をなす根源的な椛利ということができる｡」

｢原子力発砺所の稼動は法的には電気を生み出

すための一手段たる経済活動の自由（悲法22

条1項）に属するものであって，憲法上は人格

桁の中核部分よりも劣位に世かれるべきもので

ある。しかるところ，大きな自然災害や峨争以

外で，この根源的な椛利が極めて広汎に奪われ

るという事態を招く可能性があるのは原子力発

fu所の事故のほかは想定し雌い。……少なくと

もaかような邪態を招く具体的危険性が万が一

でもあれば．その差止めが秘められるのは当然

である｡」（下線筆者）

この点は，本判決について鮫も論争を呼ぶ点

であろう。

(1)従来の裁判例との関係はどうか。一種の

リーディングケースであった②が具体的危険に

あたるものを，「災害発生の危険性」が「社会

Ⅲでは，本判決の分析にとどめ，誰者自身の

見解が閥述する点については主にⅣで扱うこと

にしたい。

1.差止の法的根拠

本判決は，「人格権とりわけ生命を守り生活

を維持するという人格椎の根幹部分に対する具

体的侵害のおそれがあるときは，その侵害の理

由，根拠，侵害者の過失の有無や差止めによっ

て受ける不利益の大きさを問うことなく，人格

権そのものに基づいて侵害行為の差止めを禰求

できることになる。人格権は･･･…その侵害形態

が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有す

るとき，その差止めの要請が賊く働く」とす

る。

人格桁侵害，中でも生命を守り生活を維持す

るという根幹部分に対する具体的侵害のおそれ

－

8〉ラスムッセン報告にも折摘されていた点である

(U､S.NUClearRegulatoryCommission,ReactorSafety

SLudy…AnAsscssmentofAccidentRisksinU.S・

CommerciaINUclearPowerPlants・ExccutiveSummary'

1975.p'9')。

9）研究会で本判決の押釈について縦者が報告した際，

会に参加した民法研究者が蛾も1N心を寄せたのはこの点で

あった。自励71aj[故との比較については，①回役，蕊恩にか

かる年数の柵述,@WI故の別(度の相述，③国民がﾘ！故に価れ

ているか否かの相述，④保険を含め。訓倣の腸合の賠侭措肚

についての制庇化が進んでいるか否かの相遮‘⑤地域|illlのり

4）③と＠とでは‘回の尉堤指針に沿うか．戦判所自ら

の判断をするかで，結総が分かれたといえよう。さらに，証

IﾘIの仕方についての方式の逓択も，誌論に大きく影押したと

思われる〈今村賎「⑨判批」目研88浴1号〔2012年〕138
頁以下参蝋)。

5）淡路耐久”境椛の法理と我判」（ｲ挫M,1980年）

62頁以下，83頁以下，大塚通「生活妨誓の差止に関する韮

礎的考察(8．完)」法協107巻4号(19"年)581頁。

6）＠は．絶対的安全性は想定できないと明言した。

7）なお，本判決は平程生活板の考え方にも触れていな
い口

ス ク の

がある

があげ

④は

比鮫的

負った

いう杉

]lf故被

点が原

ある。

家に関
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大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題

観念上無視し得る程度に小さいものに保」てな

いこととしており，これは差止を認容した③に

おいても維持されていた6)のに対し．本判決

は，「具体的危険性」が「万が一」でもあれば

差止が認められるという一般論を展開する。こ

れは具体的危険性の認定を広げる結采となって

おり，その理由は，本判決が，人補権，中でも

生命侵害・生活侵害の可能性を垂視したことに

ある7>・本判決は－絶対的安全性を必要とし

たかについては談論が分かれうるものの（後述

(2)第2点）－この点には触れていない。

なお，②は，具体的危険性に当たるものにつ

いて定泄的韮準をあげていたが，定避的基準に

ついての言及がないことも本判決の雑色であ

る。

(2)本判決の本件原発の「具体的危'脆性」につ

いての判示は一般的には共感を呼ぶと思われ

る。ただ，いくつかの論点はあろう。

第1に．本判決は、侵害により人格椛の根幹

部分が極めて広汎に恋われるという事態を招く

可能性があるから‘通常とは異なり，「万が一」

の「具体的危険」でも差し止められるという論

理を採用するが，一一錐者自身の意見はともか

くとして一例えば，自助車の販売，巡行を

(国や社会が)許容していることが年1I1数千人の

人命を恋っていることと比較するとどうかとの

批判を受ける可能性はあろう（②はl則逃する指

摘をする8))。この点については，錐巻として

は．股火の相述点は．現在のわが国では，自動

車の巡行に側しては社会的な合意が存在してい

るが，原発に関しては国民の意見が激しく対立

していることにあると思われる9)。

第2に．本判決が絶対的安全性を必要とした

かについては新聞等でも評価が分かれている。

観念上無視し得る程度に小さいものに保」てな

いこととしており，これは差止を認容した③に

おいても維持されていた6)のに対し．本判決

は，「具体的危険性」が「万が一」でもあれば

差止が認められるという一般論を展開する。こ

れは具体的危険性の認定を広げる結果となって

｢具体的危険性が万が一でもあれば当然差止」

という点で絶対的安全性を必要としたとする見

方もありうるが，他方．伊方服発般判も核原料

物賀，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（炉規仙法）旧24条l頂3号・4号の原子炉

設世の許可基準に関して「深刻な災害･･･".が万

が一にも起こらないようにするため」にとして

いることからすると，伊方原発簸判の趣旨を逸

脱するものではないとみることも可能であ

る10)。

第3に，本判決のこの点の判示は．水俣痛に

よる人身被害の賠償における過失の判断に類似

している（熊本水侭病鋪1次訴訟判決〔熊本地判

昭和48．3．20判Ir696号15頁])。ただ，本件

との相迩は，本件は事故時のl111魍を扱うリスク

訴訟であることである。この点をどの程度正視

すべきかという問題がある。

第4に，本判決は「万が一」の「具体的危険

性」を問題としているが，－第1点と関巡す

るが－②が定逓的基準を設けていたのに比し

て，その韮準が不明確でないかとの談論はあり

うる。具体的には，原子力規制委貝会で合葱き

れた臓子炉の安全目標は．事故||＃のCsl37の

放出品が100TBqを超えるような耶故の発生

獅皮は100万炉年に1回程度を超えないように

抑制されるとしたが11),この目標を達成して

も本判決の「具体的危険性」が「万が一でもあ

る」とされるのかという問題が生ずる。本判決

はこの問題についてはあまり認撤していないよ

うであるが‘より突っ込んだ検討が必要であっ

たとも思われる。

鋪5に，本判決は裁判所の能力についても一

定の検討はしている。すなわち．「新しい技術

の有する危険性の性賛やもたらす被害の大きさ

｢具体的危険性が万が一でもあれば当然差止」

という点で絶対的安全性を必要としたとする見

方もありうるが，他方．伊方服発般判も核原料

物賀，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（炉規仙法）旧24条l頂3号・4号の原子炉

設世の許可韮準に関して「深刻な災害･･･“.が万
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魁

スクの秘庇の述いや.受銑老と被響者の飛離に盤づく不公平

があるか否かの＃I1巡⑤社会や倒宗に与える影押のｲII述など

があげられた。

④は今俊の別脱化が巡むか番かと111辿ー る点である。①が

比較的爪嬰とも琴えられるｶﾐ交通ﾘ故で彼Mf将が後避疲を

負った場合と比枚すると個人レベルでは大きな差があるかと

いう考え方もできよう。交通ﾘ故の場合は．それぞれ悲惨な

聯i獺戎泌があるのである荻それらがバラバラに起きている

点が服発那故と災なる点をどうみるかというllll胆となるので

ある。やはり、＠が璽妥とも想われるが，この点は社会やEI

家に側係する点であI),側人が差止耐求をして救判所で判断

すべき1111胆かという桃本的川題にl則巡するであろう。

10）なお，木判決は．抽象的危険でﾉ世りるとするもので

はない。後述の5(ｱ)にいう1699ガルを超える地溌に耐えう

るかは1111段的危険の111題ということになろう。その意味で水
判決は典にゼロリスクをII1地としているわけでないとみるこ

ともできよう。また，木判決は危洪感脱とも災なる。住民の

不安ではなく、容奴的危険焼をIIII|皿としているのである。

11）平成25年陛服子力規ﾙﾘ蚕側会鋪1回会搬（平成25

年4J13n)。安全、係について．下111滋袖「jjX子力利用リ
スクの剛応的栫邪と法的例抑」卵旋法研究1号(201!i年）
72頁参11((。
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時の問題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題
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が明確でない場合には，．…･差止めの可否を裁

判所において判断することは困難」であるが，

原発技術の「危険性の本質及びそのもたらす被

害の大きさは‘福島原発事故を通じて十分に明

らかになったといえる」とするのである。これ

は是認できるようにもみえるが，福島原発事故

以外の原発事故一般について妥当するかはまた

別の問題であろう。本判決は，さらにその上

で，上記下線部aの「理は，“･…人格権の我が

国の法仙における地位や条理等によって導かれ

るものであって，原子炉規制法をはじめとする

行政法規の在り方．内容によって左右されるも

のではない」とする。行政との関係を全く考臘

しなくてよいとしたところに本判決の特質があ

る。

の活動の公共性（社会的有用性）との衡逓を行

うべきでないことは，従来，公害に関する尼崎

訴訟判決（神戸地判平成12．1．31判時1726号

20頁)，名古屋南部訴訟判決（名古屋地判平成

12･11･27判時1746号3頁),学説にみられる

考え方であり13)，これが踏襲されたとみられ

る。ただ，この点についても，本件は事故によ

るリスク訴訟である点が公害訴訟とは異なって

いる。

なお，本判決は予防原則を適用したといえる

か，という問題もある。2はそのように解する

こともできよう。「万が一」の「具体的危険性」

があれば差し止められるとすることによって，

地腱等の科学的不確実性を含めた不確実性のあ
る場合には差し止めるとする論理となっている

からであるM)。原発訴訟において予防原則を

適用することには首肯すべき面があると思われ

るが，ただ，一般に予防原則の適用には比例原

則の適用やリスク・リスク比較（リスク・ト

レードオフ）が必要であると考えられてお

り'5)，それをどのように行うかという問題は

残されているともいえよう。
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3.他の利益との衡量の可能性

1に触れたように，本判決は，「差止めに

よって受ける不利益の大きさを問うことなく，

人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを

請求できることになる」とする。また，別の箇

所では次のように判示する。「当裁判所は，極

めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電

気代の高い低いの問題等とを並べて論じるよう

な識論･－･･の当否を判断すること自体，法的に

は許されないことであると考えている｡」

本判決は，人格術の根幹部分の侵害の場合に

は，コストや財産的利益との比較はしない立場

を採用した12)。この問題は，従来は，公共性

との比較衡量の問題として扱われてきた（③)。

本件では，現在のところ火力発砥所等で対応し

ており，原発が停止していても停砥が直ちに起

きる状態ではないため，公共性自体は問題とさ

れていない。

公共性は差止の受忍限幽1断では問題となり

うるが，人格権の根幹部分の侵害の場合は，そ

した

る。
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1

本判決は次のように判示する。「原子力発砥

所の差止訴訟において，事故等によって原告ら

が被ばくする又は被ばくを避けるために避難を

余儀なくされる具体的危険性があることの立証

寅任は原告らが負うのであって，この点では人

格権に基づく差止訴訟一般と基本的な述いば

な」い。磁告に原子力発電所の設伽が基準に適

合していることないしは適合していると判断す

ることに相当性があることの立証をさせこれが

成功した後に原告らに具体的危険性の立証寅任

を負わせるという手法は原子炉の設慨許可……

の取消訴訟ではない本件訴訟においては迂遠な
Ｉ

いて

126（

学W{

る。・

はす

い差

地翻

もa

いて

と“

も〃

（イ

超え

｢イ‘

12）なお．仮に衡危するとしても，本卿決では．，ノスク

(例えば琵琶湖の汚染など）もベネフィットも大破原発と側

述する部分のみを衡肚すべきであり，全原発を対象とするよ

うな本判決の判示にはやや不適切な点がある。

13）大塚世「環境法〔節3版]1(右斐IM1.2010年)685

頁参照。

14)ドイツ法の3lif前記噛卿lﾘとのI則係でみれば，本判決

は原発撒梁にJsる残存リスクを抽象的危険としているのであ

ろう。

15）大塚江「予防原則・予防的アプローチ杣鐙』法故

313号（2006年）71頁，73頁。
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大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題

手法といわざるを得」ない。

従来の裁判例が，被告の証拠の独占に韮づく

原告の柾明の困難裁判所の科学技術に関する

能力の限界を踏まえつつ，原発の具体的危険の

問題を証明の順序ないし程皮，証拠の提出の問

題として扱い，実体的判断を明確にすることを

回避してきたのに対し，本判決は，実体的判断

を明碓に行おうとしている。

もっとも，上記のように本判決における具体

的危険の中身は従来とは異なっており。本判決

では，「万が一」にも「具体的危険性」があっ

てはならないとし，具体的危険性に関する原告

の証明の程庇を実質的に大いに級和したからこ

そ証明の緩和に関する従来の下級群の判断方式

(第1，鋪2アプローチ）を採用する必要がなく

なったといえよう。不確実性が残っている限り

｢具体的危険」であるとする論理を採用するこ

とにより．本判決は実質的には証明寅任を転換

したと同等の効果を発揮したともいえるのであ

る。

であるためには，第1に地溌や津波のもたらす

ﾘﾄ故原因につながる恥象を余すことなくとりあ

げること．鋪2にこれらの副職に対して技術的

に有効な対紫を誰じること，第3にこれらの技

術的に有効な対策を地震や津波の際に実施でき

るという3つがそろわなければならない｡」し

かし，「被告がイベントツリーにおいて那故原

因につながる事象のすべてをとりあげていると

は認め難い｡」

け)｢原子炉の緊急停止の際，この冷却機能の

主たる役割を担うべき外部砥源と主給水の双方

がともに700ガルを下回る地震によっても同l聯

に失われるおそれがあ」り，「その場合には……

実際にはとるのが困雌であろう限られた手段が

効を奏さない限り大珈故となる｡」

この中で人為的な対応にかかわらず事故の危

険性があるとするのは(ｱ)である。本判決は，

(大飯脈発の冷却システムカりjl壊すると被告によっ

て自認されている)1260ガルを超える地震の可

能性を判断するに当たり，各地の地雛の性質の

相述についてあまり正視していないとみること

もできるが，判決の判断が誤っているとは言い

雌い。僻に，新潟県中越沖地涯では固い岩錐で

も妓大加速度が1699ガルと推定されているた

め,1260ガルを超える地溌が到来する可能性

があることについて被告は反証できなかったと

みられる。(ｲ)，（ｳ)については，本判決が「万が

一」の「具体的危険性」を問題としていること

がこの結論に関連している。
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5.原発の冷却機能の維持

本判決は，具体的問題として，まず原発の冷

却機能の維持について，地礎の軽度を3つのタ

イプに分け，いずれにおいても危険性があるこ

とを指摘する。

（洲1260ガルを超える地鰻によって」原子力

発電所の冷却「システムは伽壊」することとな

るが，「この規棋の地震が起きた場合には打つ

べき宥効な手段がほとんどないことは被告にお

いて自認している｣。しかし，「大飯原発には

1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科

学的根拠に基づく想定は本来的に不可能であ

る｡」「新潟県中越沖地溌では岩雛に建っている

はずの柏崎刈羽原発1号機の解放基雛表而（固

い岩雄が，一定の広がりをもって，その上部に

地錐や建物がなくむき出しになっている状態の

ものとして仮想的に設定された表面……）にお

いて峨大加速度が1699ガルと推定されているこ

と……からすると，･･･…上記認定を左右できる

ものではない｡」

（ｲ)大飯原発の韮準地震動である「700ガルを

超えるが1260ガルに至らない地震について」

｢イベンI､ツリー記戦の対策が真に有効な対餓
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6.使用済み核燃料の危険性
（閉じ込めるという構造について）

本判決は，「本件使用済み核燃料プールにお

いては全交流砥源喪失から3日を経ずして冠水

状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わ

るほどの被害を及ぼすにもかかわらず，全交流

電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥い

る。そのようなものが，堅固な設怖によって閉

じこめられていないままいわばむき出しに近い

状態になっているのである」として，この点に

欠陥があるとする。

この点について，本判決は福島原発3職を戴

視し，同様の事故が起きる可能性を摘み取って

おきたいとの湊勢を示しているといえよう16)。
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時の問題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題
－

7.結論 つ，冷却機能の維持及び使用済み核燃料を閉じ

込める椛造の2点において具体的危険性がある

と判断したこと，第5に，人格権侵害の具体的

危険性が及ぶ原告の範囲を原発から250kmm

内としたことにあるといえよう。

いずれも垂要な問題提起をしたものである

が，具体的な談論としては第4点が注目され

る。第4点の判断には，本判決の総論部分であ

る第1点～第3点が必ずしも関巡していない部

分も多いと思われる。もっとも,m5ff)(b)の

ように，第1点との関係で弟4点の判断が容易

にできた部分はある。

加速

ざる

断す

鋪

する

に関

も「

ばく

的危

避け

い こ

とい

鞭故

つい

活韮

発事

瓢態

決が

とい

畜産

ある

て一

ろう

ある

第

もど

があ

考え

と,

にな

本判

本判決はその他の点についても検討した上．

｢原告らのうち，大飯原発から250キロメート

ル圏内に居住する者．…･は，本件原発の迎賑に

よって直接的にその人格椛が侵害される具体的

な危険があると認められるから，これらの原告

らの請求を認容すべきである｡」とした。

本判決が原告に具体的危険があると認めた

250rmという基準は，福島原発事故直後，原

子力委員会委員長が同原発からこの距離の圏内

に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討

したことがあるという小実に基づいている。な

お，原告は本件服発の様々な危険性を主張して

いるが，本判決は5，6について欠陥が認めら

れる以上，それ以外の危険性について判断する

必要はないとした。

I

I

I

2.本判決の論点に関する検討

’
次に，本判決の論点について私見を交えて若

干の検討をしておく。

第1に，本件との関係では．本判決は，Ⅲ5

(ｱ)と6の点のみでも同様の結論を得ることがで

きたのであり，Ⅲ1～4の総論部分は重要では

あるが，本件の具体的な結論にとっては必領で

はなかったともいえると考える。Ⅲ5(ｱ)及び6

については，被告は裁判所の心証を紐す反証を

することができなかったのであり，具体的事件

との関係ではその点が最も垂要であると思われ

る。時にⅢ5(ｱ)については，原発蛎故がひとた

び発生すれば莫大な損害につながることや，福

島原発事故に関し，原子力損害賠償法3条1項

但番の解釈において，過去の地震がどの程度で

あったかがZE要なポイントとなったことなどか

ら，新潟県中越沖地震の際に固い岩雄でも最大

I

③奎鑿睾宏薦特色
1．本判決の意義・特色

ｉ
１
１

本判決の意義・僻･色をまとめると，第1に，

｢生命を守り生活を維持するという人格椎の根

牌部分」に対する侵害であることを重視し「万

が一」の「具体的危険性」があるだけで差し止

められるとしたこと，鋪2に，その場合にコス

トや財産的利益との比較衡最を拒否したこと，

第3に，（第1点とのl則連で）従来の下級審裁判

例の証明に関する方式の採用を拒否したこと，

第4に，具体的には，福島原発事故を踏まえつ
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16）井戸弁謹士は．本判決が新規制悲那の合理性自体を
否定していること．それが柵脇脈発那故の経験を諦堂えてい

ることを指摘する（井戸灘一「柵井地救大飯瓜発3．‘1号擬

巡転差止め判決に寄せて」法時86巻9号(2014年)2]X)｡

17)公番に関しても生活韮盤に対する扱捗が取り上げら

れたことはあり（公番法研究会「公泌Il擁老支任法の提案」

ジユリ4i例･号[1971年)86頁),瓜錨"故はそれが大魏艇な

形でl1l1題となる例であるといえる。

18)なお，脈発装止訴訟では平隠生活枢慨念がｲ”であ

り（大塚江「現境騨l睡止脈舩のリル代的課題」淡鮎潮久先生

古識祝孤『社会の発展と揃利の創泣」〔な坐1M1．2012年〕
548頁)，この疑念の中核には不安及びリスクがあるが，水
判決がこの擬念を用いなかったのは，本判決が「万が一」の
｢典休的危険桃」でも差し止められるとしたことと浩接にIⅢ
巡している。

19)化学物鷺及び食品のリスクレペルとして，アメリカ

の諏境保謹庁及び食品医難侃周では生涯にガンで死ぬリスク

として10-5(10万人に1人）ないし10-6(100万人に1人).

わが国でも化学物黄について10-5#WIいられている。

20）リスク・ベネフィット分析に対する肝価は．いわゆ

るハンドの定式に対する評価と類似する狐ハンドの定式が

主に孤泌賠愉で川いられるのに対し，ここでは差止が1111胆と

されており．差止の判断においては．－－U【後的な狐響鵬俄

のⅢ皿と災なり綾織こは，被告の活助が差し止められ

た珊合について被告が活動をつづけた場合との比軟節itをせ

ざるを11｝ないという相述がある。しかしその上で生命池I躯

智がある珊合には経渋的利益との比較衡加戦しないというの

が公智についての判例学説の判I脈であったのである。なお，

⑨判決が，リf故の危険性の瀧庇と．科学撫勝の利朋から僻ら
れる利益の大ききを比較街趾することは否定していた点にも

’
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大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題

益と比較することを否定している点に塒色があ

る。基本的には支持したい21)c

もっとも，これに関しては，2点に制意が必

要である。

1つは，リスクにすぎない場合には生命侵害

であってもベネフィットとの衡避がなされる場

合があるとの談論もありうることである（胤動

JI[の販売．巡行を図や社会が許容している結果，

年llll数千人の人命が蕪われてきたが，ベネフィッ

トとの関係で鮓容されていることをどうみる

か22>)。

もう1つは，あるリスクを回避することが別

のリスクを発生させる可能性があるため，リス

クの回避の措世をとる際には，リスク・リスク

比較をしなければならないという問題である。

この場合の比較されるリスクはやはり生命・仙

康である必要があると考える（この点が通補の

リスク‘ベネフィット分析と異なる点である。餓

者はこの立珊を採jWする〉としても．原発の稼

働年数である数十年についてリスクを分聯する

場合，大飯原発（単体）の停止が生命・他雌リ

スクに結びつく可能性も残念ながら否定はでき

ない23)2'I)。ただ，リスクは様々 な仮定によっ

て大きく判断が分かれるため．このリスク・リ

スク比較についての結論を出すことは困難であ

る。

他方，本判決は②に触れていない。この点に

ついては上述したように陳子力規制委員会が安

全雅準を出しているが'"11所の科学技術にl側

する能力に鑑みると，裁判所がこれと異なるも

のを理論的に打ち出すのは難しいであろう25)。

加速度が1699ガルと推定されることを垂視せ

ざるを得ず，控訴群で裁判所がこの点をどう判

断するかが注目される。

第2に‘本判決は，「生命を守り生活を維持

するという人格椎の根幹部分｣，「生存そのもの

にI側わる椛利」といい．具体的危険性について

も「耶故等によって原告らが被ばくする又は被

ばくを避けるために避雌を余儀なくされる具体

的危険性」としており，生活の維持，（被囎を

避けるために）避難を余儀なくされることのな

いことを椛利として，人格椛の根幹部分におく

という考え方を示している。これは、福島原発

zIi故での放射線による直接の生命・健康侵害に

ついては未だ確認できておらず，避難に伴う生

活基雛の破壊が間巡とされたこと．今後仮に原

発事故が起きた勤合にも周辺住民の避難という

事態が生じることが推測されることから，本判

決がこの点に詩目したことは理解できる。居住

という点に限れば居住椛の問題ともなるが，腱

畜産業のような生業を含めた生活韮雛の侵害で

あるため，一健康侵害に匹敵するものとし

て－人格権の根幹部分とみることは可能であ

ろう17)18)。生活基盤維持椎というべきもので

あろう。

第3に，リスクに対する対処についてそもそ

もどの考え方を採用するかという根本的な問迩

がある。一般に規制行政におけるリスク管理の

考え方としては，①リスク・ベネフイッI､分析

と，②等リスク韮準]9>があり，これらが参考

になるが，本判決は①の採用を否定した20)。

本判決は，経済的利益を人格椛の根紳となる利

、
■
９
６
０
■
９
１
９
▲
１

I

■

I

ト
ー

I

：

I

ければならない。

24）紺采的に側趣時のものとして．中西雌子”ﾘ副f故
と放射線のリスク判(H本群碕社,201"Iz)2ilX｡

25）なお，②判決は災効線趾当飛年llll0.1レムを辨j伽と
してあげているが,これは進加譲欽とする必要があること．

ざらに．現ｲl:ではこれは除染の究極目係ときれているが，卯
塊悲ji(として川いられているわけではないことから．iぱちに
祇川できるものではない。なお，この点は．いわゆる仙郷り
不作為鯏求のIⅢ胆とも緒むが。尖効線湫を掘りiとするjﾙ合，
一脈告らがりjlﾙﾘ的に避難させられる可能性を含め一一被備
にとって何を賊行すべきかが確定されるかというll,I畑が生じ
うる。

注瓶を饗する。

21）この立珊は‘大塚・澗掲注18)551y(で指摘してい
た。

22）例えば，柵蝿猟発ﾘ職との1M係では,JL体的には．
1970年から41年llljの交通ﾘ賊死|"新との比較をすることに
なる（研究会での出川充見牧按のご示唆に負う>・リスクの

性賛の糊述があるのでJII純に比較することは適当でないし，
経済的利益と人陥椛の根幹部分を樹Atすることには錐蒋は反
対であるが他方．一リスクの“『に祁述はありうるにせ
よ｡－覗災にこのようなことが行われていることをどうみる
かというIIII翅がある。

23）侵審の発生に尚喚の盤然性が秘められる掛合と災な
り．それがリスクにすぎない珊合には‘－畏縛の発生の可

能性自体が低いため一。差止によって発生するリスクにつ
いても械井な可能性を挽荊する必妥が生じることに制恵しな
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時の問題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題
－

これについては,i)この基準は，原子力規制

委員会が国会同意人事を経ていること等から手

続的には問題ないと一応いえるが，それ以上の

社会的合意が必要かbii)現在の規制がこの安

全基準を満たしでいるかが明確でないことをど

うみるかの2点が問題となろう。

結局，生命健康リスクが問題となる場合に

は，リス.ク・リスク比較は結論を得ることが困

雌であり，むしろ，②の等リスク基準を参照

し，本件において安全目標との関係でなお具体

的な措置が不足しているかを争・うのが適切では

なかろうか26)。

ちなみに，①，②以外にv､わゆるゼロ’リス

ク（絶対的安全性）の考え方があり，これは現

代社会では求めることは不可能であるとされて

いるが，原発についてはゼロ．リスクを求める

べきであるという主張もありう､る。ただ，「地

震の影響も．含めて大規模事故の発生可能性は

髄めて）低いが，仮に発生してしまうと大規

模な損害が発生するケース」についてゼロ．リ

スクを採用することを裁判所が独自に決めるべ

きかは判断が難し.いである.う･(後述する第4点

と関連する)。、

第4に，民事差止を行政基準.(規制基準）と

の関係でどう考えるべきか。従来，公害，生活

妨害の民事差止訴訟では，特に日照妨害，騒音

等で行政基準との関係が論じられてきた。そこ

では，行政基準が一律の韮準であって詳細な述

法性判断をしにくい場合があることから，－

行政基準を尊重はするものの－弓i)行政基

準に違反すれば原則として違法だポⅡ)行政

基準を満たしていてもそれだけで民事上適法と

いうわけではなく民事上進法となりうるとする

ものであった。近時，民法研究者の一部には，

ドイツ法を参照し，主に建築基準法との関係で

かつてのこの種の考え方を変更して行政基準に

追随する議論もなされているが27)，従来の考

え方には十分理由があり，原発訴訟でも一一規

模の差はあれ一一応用可能であると思われる。

その際に重要なのは，行政韮準を尊重するこ

と，しかしそれだけに拘束されるものではなく

十分な理由があればそれを超える判断もできる

ことである。行政基準は猟々な利害を反映して

いる場合が多く，行政基準のみを基礎として違

法性を判断していては不十分であることは，今

般の福島原発事故でまさに明らかになった点で

あるというべきである。このように,民事差止

訴訟では，裁判所は行政基準を基礎としつつも

それを超えた判断ができるのであり，本判決は

その点では正当である28)29)釦)。

ただ，裁判所の科学技術に関する能力の限界

に鑑みると，行政に対する言定の敬譲が必要な

部分はあるといわざるを得ない。行政法規がど

うであろうと左右されないとする判示！(判決原

文第43(2))や，新規制基準自体を批判するよ

うな判示（判決原文鋪47）は一本判決が一

事件に対する判決であること･に鑑みると－や

や行き過ぎた而もあるといえよう31〉。また，

本判決は，福島原発事故との関係で具体的問題

について通常の証明の方式を用いて判断してい

るが（Ⅲ5，6)，原発事故一般については，証

明についての従来の方式の採用を検討しないと

きには裁判所が対応できない場面が頻繁に生ず

るのではなかろうか。

、第5に，ひるがえって危険性に関して判断す

る際の証明の方式については，1)従来のように

社会観念上無視し得ない危険か否かによって

｢具体的危険性」の有無を判断し，証明の方式

にっし

うに，

差し&

常の識

原告力

は上記

具体ﾛ｛

証をし

の具ク

証32>）

ちむ

たが，

原告及

で，2）

ように

一般戯

ではど

この

題とし

持し雌

いては

されて

の前提

認識を

の立証

する中

ならな

に，被

針適合

欠ける

ことが

｢もう一

原告の

といえ

け
己
り
ゆ
０
０
ワ
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通の方法に即しながら，それが合理的根拠に塞づいて行われ法かどう
たかを判断した②判決とは大きく異なっている。が．民リド
29）なお．私見では，①行政塞蝋迩反の場合には原発の31）副

葎働は違法となる，②行政悲恥迩反でない.(または行政悲準ときには
がない栗項である）掛合には．リスク・ベネフィット分折が なされた

なされる，③②において，生命鎌の侵讐のリスクがある聯考え方が
合には,等リスク韮準を用いるとしfう整理になる。られるに
30）なお。行政脈訟を用いる珊合においても，近時の戦以下参照

判例は，判断過程の統側のみでなく、爽体判断(判断代吐）行政蝉‘‘
もするようになっているため，原告の耐求が鹿められないとると考え
は限らないが‘行政脈舩では炉規制法群の規定との関係で述32）j

－－－－－－－－_j!=
。i‘・お§:』苧.，．、．．t．：.．．.．’

民L

≦画ッ‘々・も論．．．、誇謹..．‐詳萱：
霞謬霊爵貞一『’一二皇よ蝉_昌当『竺塞聖＝・・零.』.唾一・：：.:､竃･『1..≠

甲｡■qや■ﾛ届

26）これは鍾定等によって行うことになる。Ⅲ5個)，（ｳ）

については，いわゆる確率輪的リスク好衝<PRA)ないし

確率藍的安全訴価(PSA)の考え方を活用じてリスクを判

断することになろう(PRAを市場リスク評価に結びつける

試みとして，卯辰昇「現代原子力法の展開と法理飴〔第2

版〕」〔日本肝篭社.2012年]271頁以下参照)。なお,PRA

が正確に算定できるかという1111皿はある菰私見では‘第5

点に触れるように，この点も証明炎任の閲皿として処理する

ことを考えている。

27）大壕･前掲注18)568頁参照。

28）本判決は，民1砺股でも原子力安全委貫会の安全群

■
■
■
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大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題時の問題 1

1
＋

について伊方型を採用する方式，2)本判決のよ

うに，「万が一」の「具体的危険性」があれば

差し止められるとし，証明の方式については通

常の訴訟どおりとするという方式のほかに，3）

原告が原子炉の皿!'瞳により鮓容眼庇（典体的に

は上記の安全|§l槻）を超える放射線を被i鵬する

具体的可能性があることについて棚当程庇の立

証をした泌合には，被告において伝統的な意味

の具体的危険性の欠如の証明（反証ないし本

証認)）をさせる方式が考えられる。

ちなみに，1)と3)は従来の~ド級辮に存在し

たが，これらは被告脈子力到喋者の判断過獅や

原告及び被告の主狼立証活動に配噸している点

で．2)とは災伐である。第4点の末尾に示した

ように．裁判所の能力の限界に鑑みると．2)は

一般的には採用しにくいと考えるが，1)と3）
ではどうか。

この点については，「予防的科学訴訟」の問

題として既に論じたことがあるが33)，1)は支

持し難いと考える。すなわち，1)は裁判例にお

いては被告に証lﾘ俄任をil副臭したものとは認I他

されておらず，被告に証拠提出義務か訴訟活助

の前提椛築義務3‘')が課されたにすぎないとの

認識を有するものが少なくないことから，被告

の立証は極めて容易であり，悩報の格差が存在

する中で原告の証明の負担の緩和にはほとんど

ならないからである。さらに，⑨判決のよう

に，被涛において本件安全群悲における群澁指

針適合性を立証すれば，本件原子炉の安全性に

欠ける点がないことについて棚当の根拠がある

ことが認められるとされてしまう（今村教授は

｢もう一つの2jfZE_l具の推定」とする35))ときは，

原告の証明の負担の緩和には全くつながらない

といえよう。

3）は，服告が原子炉の巡転により上記の安

全目標を超える那故の可能性があることについ

て相当秘度の可能性を証明した場合には，被告

に上記の安全目係を超える珊故の危険性がない

ことについて反稲ないし本証を要求する（本紅

の掛合には脈Iﾘ職任を11辰換する36)）ものである

が，被告の証明の対象を安全性一般とするので

なく安全目標を超える危険性とするため，被告
に不可能を要求することにはならないといえよ

う37)。この証明においては鑑定が大いに活ハリ
されるべきである。

こうして3）が適切であると考えられる。そ

の際，安全性の溌度や安全性についての考え方

が時代とともに進展することからすると，錐止

の効果としては。被告が上記安全目標を超える

1敏の危険性がないことについて証明するまで

は原発の稼働を差し止めるという一時差止が適

当であると思われる波執行との関係では，具
体的には，一定期間に限定した蕊止が考えられ

よう38)。

なお，本件原告は耶故の可能性について，Ⅲ

5，6以外に‘津波による危険，テロによる危

険その他の危険を主張しているが，それらの相

当程度の可能性を証明した場合には，被皆に対

して上記の証明を要求することになる。

第6に，一一本判決と類似した発想のIIII題と

して－，原発邪故に閲しては，（既にリスクが

現爽化してしまった）棉烏事故と伺稗度の小故

に対する対錐は原則として必要であり”)，被

告がこのような対莱をとっていないことについ

て原告が札l当程艇の証明をすれば第5の3）

と同様に，被告の側で合理的な対莱がとられて

いることを証明しなければならないと考える。

そのような状況を放世する場合には被告には原
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法かどうかが判断きれる点及び行政蝿,tが秘められうる点
が．民那訴訟とは級祁が災なることになる。

3】）銑老は，裁判常があまり白紙からの誰蹄をしすぎる
ときには，蛾判所の能力の限界から批判を浴び．行政冊:可が
なされた施泄聯に対して民》"遡上を慨淀するドイツのような

考え方が－－1ﾖ独の蚊判制1災の棚述緋を考胆せずに一論じ
られるに至ることを雌慨している（大塚・加榔注18)563瓦
以下参11W)。並婆なのは裁判所の能力の肌界を秘識しつつも．

行政盤唯や行政蝿it!に全く誘れる立珊は採川しないことであ
ると考える。

32）仙台地決平成‘1．2．28判llfl'129サ109頁。③判決

は前述のように反脈とした。

33〉大塚･IW"il8)546y(以下。なお.lal･澗掲縦2)
｢予防的科学訴訟と婆I11:'那災j139y(｡

鈍〉交告・前禍注3)257面。

35）今村・前掲注4)139頁。

36〉錐者は．州報の柵蕊が非蜥に大きいことから．本旺
を饗求してよいと蝦えている。

37）すなわち．pi方型（鋪lアプローチ）ではなく、鋪
2アプローチを雑木とすべきであると考える（大塚・前掲注
18)548頁以下)。

38）大塚，前栂注18)550n。
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！時の問題大飯原発運転差止訴訟第1審判決の意義と課題

則として過失があり違法性があると考えられ

る。これは福島原発事故を経たわが国における

要請といえよう。もちろん，被告が本証（ない

し反証）によって,当該場所ではそのような対

策が必要ないことを証明した場合には，対紫は

不要となる40)41)｡

以上のうち，第3点一第6点は，本判決の課

題を含むものである。僻に重要なのは，裁判所

の能力の限界に鑑み行政に対する一定の敬談を

保ちつつも，行政基準にすべてを委ねる立場を

採用しないことである。なお，紙幅の関係で立

ち入らないが，本判決については,差止の効力

をどの程度のものにするのが適当か42)，高度

に専門的なﾘ･スク問題に対して裁判所はどこま

で判断すべきか等，ほかにも論ずべき課題は少

なくない。.．

・(おおつか．ただし)尋

’
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39)・本件の仮処分決定（⑬決定）は天正年肌の溌災につ
いてのルイス・フロイスの記述では疎明がないとした狐こ

の判断だと，柧烏原発MIF故の少し前に典緬地混の疲跡が発見
されたのに放舩きれたことと同械の判断になるのではない

か。福間原発Mf故立前に差止謝求がなされたと仮定した泌
合．そこで（概器の改善等を含む窓味での）差止が命じられ

ないような判断枠紅みは維持されるべきではない。そのよう

な状況を放低することには合理性がな・く，そのような泌合に

は．被告には原則として過失があり述法性が浬められる･と考

えられる。

40）なお，そもそもの問皿として；地漉のような自然災
害．不可抗力によって』f故が発生するIMI皿について差止鋪求

をどのように考えるべきか。この点損瞥賠償法をみると，通

常の土地の工作物であれば民法717条に蕊づく暖廃があるか

どうかを判断することとなり．それが通常の安全性を渋た.し
ている以上，不可抗力で狐書が発生しても，暇疵はなく工作

物の所有者・占布新は賠倣淡任をⅢIわれないことになる。他

方．原子力扱智については原子力根書賠償法3条1郷旦継が

あるため，いわば超不可抗力でない限り免淡されない。差止

についても、この点を考腫しつつ，当該陳発汰不可抗力に

対しても計えられるかどうかを含めてその危険性を判断する

ことになろう。

41）現在，原子力災瞥対簸特別措砥法（28条1頑)．災

審対簸韮本法(40条．42条）に韮づく都進府県,市町材に

よる避難計画の餓定と．親IWII委貝会の韮地に雑づく再穂働の

判断は別扱いに燕っているが，避難叶画を飾定しないで再穂

鮒する場合の脈舩の提起については，大坂・前掲注1)参照。

42）なお，この点には，中東地域で職争などが勃発し，

化石幾料力輸入できなくなることによって生命･他厳侵誓が

側皿となる掛合を秒えると．一時差止（前掲注38)参照）の

方が適切ではないかなどの間皿が閲巡する。
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